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令和８年度川越市高齢者施設等運営継続支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、電気、ガス、食料品等の価格高騰の影響を受けている

高齢者施設等の負担を軽減し、安定的かつ継続的なサービスの提供を支援

するため、川越市高齢者施設等運営継続支援金（以下「支援金」という。）

を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「高齢者施設等」とは、介護保険法（平成９年

法律第１２３号）に定める施設及び事業所、老人福祉法（昭和３８年法律

第１３３号）に定める施設、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成

１３年法律第２６号）に定める施設、障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）に定める施設及

び事業所並びに児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める事業所

のうち、別表１から別表４までに掲げる対象サービス等に該当するものを

いう。 

（交付の対象となる者） 

第３条 支援金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する高

齢者施設等の事業者（以下「事業者」という。）とする。 

⑴ 令和８年４月１日時点において、川越市内で高齢者施設等を運営して

いること。 

⑵ 支援金の申請日時点において、前号の高齢者施設等を休止又は廃止し

ていないこと。 

⑶ 支援金の申請日後においても、第１号の高齢者施設等を休止又は廃止

する予定がなく、事業を継続する意思があること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、支

援金の交付の対象としない。 

⑴ 高齢者施設等について、国、他の地方公共団体等から同種の支給等を

受け、又は申請している事業者 

⑵ 本市の市税を滞納している事業者 

（支援金の額等） 
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第４条 支援金の単価は、別表１から別表４までのとおりとし、事業者に対

する支援金の額は、当該事業者が市内で運営する高齢者施設等のそれぞれ

の単価に定員数又は事業所数を乗じて得た額の合計額とする。 

２ 支援金の交付は、１事業者につき１回限りとする。 

（交付の申請） 

第５条 支援金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）

は、申請書（別記様式）に次に掲げる書類を添えて、令和８年５月３１日

までに市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が複数

の高齢者施設等を運営しているときは、原則として当該申請者が運営する

高齢者施設等を一括して申請するものとする。 

⑴ 支援金の振込先が分かる金融機関口座の通帳等の写し 

⑵ 積算内訳書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容

を審査し、支援金の交付又は不交付の決定を行うものとする。 

２ 支援金の交付を決定したときは、申請者の指定口座へ振り込み、当該振

込をもって交付決定の通知とする。 

３ 支援金の不交付を決定したときは、書面により、理由を付して申請者に

通知する。 

（支援金の返還） 

第７条 市長は、次に掲げる場合には、申請者に対して支援金の全部又は一

部の返還を求めるものとする。 

⑴ 事業所又は施設が対象サービス等に該当していないことが判明した場

合（別表１、別表３及び別表４の留意事項により対象外となるサービス

を含む。） 

⑵ 申請者が第３条第２項に該当することが判明した場合 

⑶ 偽りその他不正の行為により支援金の交付を受けた場合 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、
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市長が別に定める。 

附 則（令和８年３月２５日市長決裁） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、失効

前に交付した支援金に係る第７条の規定は、この要綱の失効後も、なおそ

の効力を有する。 

別表１（第２条、第４条関係） 

種別 対象サービス等 支援金の単価 

介
護
保
険
施
設
・
事
業
所 

入所系 

施設・ 

事業所 

１ 介護老人福祉施設 

２ 地域密着型介護老人福祉施設 

３ 介護老人保健施設 

４ 介護医療院 

５ 認知症対応型共同生活介護事業所 

６ 短期入所生活介護事業所 

１２，０００円 

（定員１人あたり） 

通所系 

事業所 

７ 通所介護事業所 

８ 通所リハビリテーション事業所（み

なし指定医療機関を除く。） 

９ 地域密着型通所介護事業所 

１０ 認知症対応型通所介護事業所 

１１ 小規模多機能型居宅介護事業所 

１２ 看護小規模多機能型居宅介護事業

所 

１３７，０００円 

（１事業所あたり） 

訪問系 

事業所 

１３ 訪問介護事業所 

１４ 訪問入浴介護事業所 

１５ 訪問看護事業所（みなし指定医療

機関を除く。） 

１６ 訪問リハビリテーション事業所

（みなし指定医療機関を除く。） 

１７ 居宅介護支援事業所 

１８ 定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所 

１９ 福祉用具貸与販売事業所 

１６，０００円 

（１事業所あたり） 
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 【申請書等の提出先】福祉部介護保険課 

[留意事項] 

１ 介護老人福祉施設又は介護老人保健施設の空床を利用してサービスを提

供する短期入所生活介護事業所又は短期入所療養介護事業所は、対象外と

する。 

２ 認知症対応型通所介護の共用型サービス提供事業所は、対象外とする。 

３ 福祉用具貸与事業所と特定福祉用具販売事業所の両方を運営している場

合には、福祉用具貸与販売事業所として１６，０００円を支給する 。 

 

別表２（第２条、第４条関係） 

種別 対象サービス等 支援金の単価 

高
齢
者
施
設 

入所系 

施設 

１ 軽費老人ホーム 

２ 有料老人ホーム 

３ サービス付き高齢者向け住宅 

４ 養護老人ホーム 

１２，０００円 

（定員１人あたり） 

 【申請書等の提出先】福祉部高齢者いきがい課 

 

別表３（第２条、第４条関係） 

種別 対象サービス等 支援金の単価 

障
害
者
施
設
・
事
業
所 

入所系 

施設・ 

事業所 

１ 障害者支援施設（施設入所支援） 
１１，０００円 

（定員１人あたり） 

２ 共同生活援助 
１０，０００円 

（定員１人あたり） 

通所系 

事業所 

３ 生活介護 

４ 自立訓練（機能訓練） 

５ 自立訓練（生活訓練） 

６ 短期入所（単独型等） 

７ 就労移行支援・就労定着支援 

８ 就労継続支援 

６７，０００円 

（１事業所あたり） 

訪問系 

事業所 

９ 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・

行動援護 

１１，０００円 

（１事業所あたり） 
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相談等 

事業所 

１０ 一般相談支援・特定相談支援・障

害児相談支援 

１１ 自立生活援助 

１１，０００円 

（１事業所あたり） 

 【申請書等の提出先】福祉部障害者福祉課 

[留意事項] 

１ 共生型生活介護・共生型短期入所は、対象外とする。 

２ 多機能型事業所については、実施している対象サービスの数にかかわら

ず、一の事業所とみなす。 

３ 訪問系事業所については、別表１に掲げる対象サービスを同一事業所で

実施している場合には、対象外とする。また、複数の訪問系サービスを実

施している事業所については、一の事業所とみなす。 

４ 就労定着支援事業所については、当該事業所を他の障害福祉サービス事

業所と一体的に運営している場合には、対象外とする。 

５ 別表３の「６ 短期入所（単独型等）」とは、単独型での指定を受けて

いる短期入所事業所及び病院もしくは診療所に併設され、他の障害福祉サ

ービス事業所等と一体的に運営を行っていない短期入所事業所をいう。 

６ 自立生活援助事業所については、当該事業所を別表３に掲げる他の相談

等事業所と一体的に運営している場合には、対象外とする。 

 

別表４（第２条、第４条関係） 

種別 対象サービス等 支援金の単価 

障
害
児
事
業
所 

通所系 

事業所 

１ 児童発達支援 

２ 放課後等デイサービス 

３３，０００円 

（１事業所あたり） 

 【申請書等の提出先】こども未来部療育支援課 

[留意事項] 

１ この表に掲げる対象サービスのうち複数のサービスを実施している事業

所については、一の事業所とみなす。 

２ 別表３の通所系事業所に掲げる対象サービスを同一事業所で実施してい
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る場合には、対象外とする。
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別記様式（第５条関係） 

 


